
募集要項に対する質問への回答（令和５年６月２日掲載）

頁 項目

1 仕様書 アクセスポイント 1 ２－（１）

アクセスポイント3か所以上となっていますが、モビ
リティを利用した方が3か所以上立ち寄ることを必須
とした運用でしょうか？
立ち寄りの確認は必要でしょうか？

新モビリティを設置する箇所が３カ所以上という意味です。
利用者が立ち寄る数ではありません。

2 仕様書
新モビリティ
３種類以上

1 ３－（４）
3種類以上は市が提供する超小型EV自動車も含みます
でしょうか？

市で提供する超小型ＥＶ自動車も含めていただいて構いません。

3 その他
市及びその他団体
との連携

島田市でのイベント協力、島田市のHP・広報・LINEの
告知、静岡空港との取次ぎはお願いできるでしょう
か？

相談等をお受けすることは可能ですので、提案の中に含めてください。
ただし、内容により対応できない場合もあります。
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